
　プランに掲げる生涯学習施策を推進するためには、教育部門だけではなく、福祉、保健、医療、
子ども、環境、産業振興など、さまざまな分野の計画・事業実施所管と連携し、学習、啓発、市民
協働の取組を行っていく必要があります。庁内においては「生涯学習推進本部」を設置し、全庁
的な体制のもとにプランを推進し、本市における生涯学習社会の実現をめざします。
　また、市民委員や学識経験者で構成する「生涯学習審議会」を開催し、市民感覚を反映した生
涯学習の振興に関する施策の審議、生涯学習に関する施策及び事業の検証と評価を行います。

プランに基づく生涯学習の取組は、年度ごとに
（１）事業実施所管への事業予定調査の実施と集約結果の庁内周知
（２）各所管における事業の実施と、事業終了後の所管における自己評価
（３）生涯学習審議会における事業の評価
（４）生涯学習推進本部による評価結果の公表
というＰＤＣＡサイクルのもと進行します。また、社会情勢・市民ニーズの変化、国や都
の動向に対応しながら、必要に応じて事業の実施内容を見直します。
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